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参第九〇号 

   防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案 

 防衛省の職員の給与等に関する法律（昭和二十七年法律第二百六十六号）の一部を次の

ように改正する。 

 第十五条第三項中「防衛出動基本手当」の下に「の額」を加え、「支給するものとす

る」を「政令で定める」に改め、同条第四項中「防衛出動特別勤務手当」の下に「の額」

を加え、「支給するものとする」を「政令で定める」に改め、同条第七項中「防衛出動基

本手当及び防衛出動特別勤務手当の額その他」を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この法律は、公布の日から施行する。 

 （防衛出動基本手当及び防衛出動特別勤務手当の額を定める政令の制定） 

２ 政府は、この法律の施行後六月以内に、防衛出動に係る事態の想定に基づき、この法

律による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第十五条第三項及び第四項の政令

を制定するものとする。 



     理 由 

 防衛出動基本手当及び防衛出動特別勤務手当の額を定める政令に係る根拠規定を改正す

るとともに、政府は、この法律の施行後六月以内に、防衛出動に係る事態の想定に基づき、

当該政令を制定するものとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 


